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議案第１６０号 

 

 

機構改革に伴う関係条例の整理について 

 

 

機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定め

る。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （杵築市行政組織条例の一部改正） 

第１条 杵築市行政組織条例（平成２０年杵築市条例第４３号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２

号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  （３） 企画財政課 

  第１条中第４号及び第５号を削り、第６号を第４号とし、第

７号を第５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  （６） 市民生活課 

  第１条中第８号及び第９号を削り、第１０号を第７号とし、

第１１号を第８号とし、第１２号を第９号とし、同号の次に次

の１号を加える。 

  （１０） 農林水産課 

  第１条中第１３号及び第１４号を削り、第１５号を第１１号

とし、同号の次に次の１号を加える。 

  （１２） 福祉事務所 

  第１条中第１６号を削り、第１７号を第１３号とし、第１８

号を削り、第１９号を第１４号とし、第２０号を第１５号とし、

第２１号を第１６号とする。 

  第２条第１項を削り、同条第２項中第７号を第１２号とし、

第６号を削り、第５号を第９号とし、同号の次に次の２号を加

える。 

 （１０） ケーブルネットワークに関すること。 

 （１１） 統計調査に関すること。 

 第２条第２項中第４号を第８号とし、第３号の次に次の４号

を加える。 
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 （４） 秘書及び渉外に関すること。 

 （５） 広報に関すること。 

 （６） 広聴に関すること。 

 （７） 市民相談に関すること。 

 第２条中第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、同条第

４項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  企画財政課 

 第２条第４項に次の６号を加える。 

 （５） 行政改革に関すること。 

 （６） 重要施策の執行管理に関すること。 

 （７） 庁内横断的な施策の調整に関すること。 

 （８） 市行政の総合企画に関すること。 

 （９） 景観・都市計画に関すること。 

 （１０） 公営企業支援に関すること。 

 第２条中第４項を第３項とし、第５項を削り、同条第６項に

次の１号を加える。 

 （５） 公共交通に関すること。 

 第２条中第６項を第４項とし、第７項を第５項とし、同条第

８項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  市民生活課 

 第２条第８項に次の５号を加える。 

 （４） 環境保全の企画調整に関すること。 

（５） 公害に関すること。 

（６） 廃棄物の処理に関すること。 

（７） 墓地及び畜犬登録に関すること。 

（８） エネルギー対策に関すること。 

第２条中第８項を第６項とし、第９項を削り、第１０項を第

７項とし、第１１項を第８項とし、同条第１２項に次の２号を
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加える。 

（６） ブランド推進に関すること。 

（７） ふるさと納税に関すること。 

第２条第１２項を同条第９項とし、同条第１３項各号列記以

外の部分を次のように改める。 

 農林水産課 

第２条第１３項に次の３号を加える。 

（４） 水産業の振興に関すること。 

（５） 土地改良事業に関すること。 

（６） 治山に関すること。 

第２条中第１３項を第１０項とし、第１４項を削り、第１５

項を第１１項とし、同条第１６項各号列記以外の部分を次のよ

うに改める。 

 福祉事務所 

第２条第１６項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１

号を加える。 

（４） 子育て支援に関すること。 

第２条中第１６項を第１２項とし、第１７項を第１３項とし、

第１８項を削り、同条第１９項中第３号を削り、第４号を第３

号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（４） 介護予防に関すること。 

第２条中第１９項を第１４項とし、第２０項を第１５項とし、

第２１項を第１６項とする。 

（杵築市議会委員会条例の一部改正）  

第２条 杵築市議会委員会条例（平成１７年杵築市条例第２３４

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「秘書広報課、総務課」を「総務課」

に、「財政課、政策推進課」を「企画財政課」に改め、同項第
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２号中「、子ども子育て支援課」を削り、「市民課、生活環境

課」を「市民生活課」に改め、同項第３号中「農林課、耕地水

産課」を「農林水産課」に改める。 

 （杵築市総合計画審議会条例の一部改正） 

第３条 杵築市総合計画審議会条例（平成１８年杵築市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「政策推進課」を「企画担当課」に改める。 

（杵築市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第４条 杵築市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年杵

築市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「福祉推進課」を「福祉事務所」に改める。 

（杵築市青少年問題協議会条例の一部改正） 

第５条 杵築市青少年問題協議会条例（平成１７年杵築市条例第

８９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども子育て支援課」を「児童福祉行政担当課」

に改める。 

（杵築市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第６条 杵築市子ども・子育て会議条例（平成２５年杵築市条例

第４４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「子ども子育て支援課」を「特定教育・保育給付認

定担当課」に改める。 

（杵築市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正） 

第７条 杵築市廃棄物減量等推進審議会条例（平成１７年杵築市

条例第１１９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「生活環境課」を「廃棄物担当課」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１６１号 
 
 

杵築市コミュニティセンター条例の一部改正につい 
て 

 
 

杵築市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 
 
 

令和元年１２月２日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市コミュニティセンター条例の一部を改正する 
条例 

 
杵築市コミュニティセンター条例（平成２９年杵築市条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 
別表第１中 

 「 

向野地区コミュニティ

センター 
杵築市山香町大字向野２６３

９番地 
」を 

「 

山浦地区コミュニティ

センター 
杵築市山香町大字山浦２５０

８番地 
向野地区コミュニティ

センター 
杵築市山香町大字向野２６３

９番地 
                            」に

改める。 
別表第２中 

 「 
向野地区コミュニティ

センター 
」を 

 「 
山浦地区コミュニティ

センター 
向野地区コミュニティ

センター 
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」に改める。 
 

附 則 
この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１６２号 
 
 

杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関 
する条例の一部改正について 

 
 

杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和元年１２月２日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関 
する条例の一部を改正する条例 

 
杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例（ 

平成２９年杵築市条例第６号）の一部を次のように改正する。 
本則中「平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで」

を「令和２年１月１日から令和２年３月３１日まで」に、「７７

９，０００円」を「５７４，０００円」に、「６２８，８００円 
」を「５２４，０００円」に、「５６２，６００円」を「４６４，

０００円」に改める。 
 

附 則 
この条例は、令和２年１月１日から施行する。 
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議案第１６３号 

 

 

杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例の廃 

止について 

 

 

杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例を廃止する条例

を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例を廃 

止する条例 

 

杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例（平成１８年杵

築市条例第７号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１６４号 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい 

て 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年杵築市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「以下この項、第１９条及び第３６条第３項

において同じ」を「以下同じ」に改める。 

 第２７条第３項中「教育・保育給付認定子どもの保護者」を「 

教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に

改める。 

 第３５条第３項中 「「 除く」とあるのは「除き、特別利用保育

を受ける者を含む」とする」を 「「 教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける

者を含む。）」とする」に改める。 

 第３６条第３項中 「「 同号に掲げる」を「同項第１号に掲げる 

」と」を 「「 の同号」とあるのは「の同項第１号」と」に、 「「  

を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」とす

る」を 「「 教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする」に

改める。 

 第３７条第１項中「同条」を「同省令第２７条」に改める。 

 第５０条中「以下この項、第１９条及び第３６条第３項」を「 

以下同じ。）」に改める。 

 第５１条第３項中「を除く。次条第３項において同じ。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む 。）  

」を「を除く。）、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第
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３３条までを含む。次条第３項において同じ。）」に、「を含む。 

）」 と」を「を含む。）」と、「同号」とあるのは「同項第３号」

と」に、「利用できるよう」を「利用することができるよう」に

改める。 

 第５２条第３項中「、特定利用地域型保育を」を「、特定地域

型保育には特定利用地域型保育を」に、「特定満３歳未満保育認

定子ども」を「特定満３歳以上保育認定子ども」に、「満３歳以

上保育認定子どもに係る」を「満３歳以上保育認定子ども（令第

４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。 

）に係る」に改める。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６５号 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の利用者負担額に関する条例の一部改正について 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額に関する条例（平成２６年杵築市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

別表備考４中「附則第５条第３項」を「同法附則第５条第３項 

」に、「附則第５条の４の２第６項」を「附則第５条の４の２第

５項」に、「適用しないものとする」を「適用せず、教育・保育

給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ 。） の区域

内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外

の住所を有する者とみなす」に改める。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６６号 

 

 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部改正について 

 

 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年杵築市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「 

第３４条の２０第１項第３号」に改める。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６７号 

 

 

杵築市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 

 

杵築市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



杵築市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 杵築市簡易水道事業給水条例（平成１７年杵築市条例第１２６

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の２項を加える。 

３ 給水区域内において開発行為（主として、建築物の建築又は

特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変

更をいう 。） 等を行う者が、給水装置の新設の申込みをする場

合は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあ

らかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。 

４ 前項の規定による協議について必要な事項は、管理者が別に

定める。 

第２９条第１項第１号の表２５ミリメートル以下の項中「２，

０５０円」を「２，０００円」に、「１，０２０円」を「１，０

００円」に改め、同表２５ミリメートルを超えるものの項中「３，

０８０円」を「３，０００円」に、「１，５４０円」を「１，５

００円」に改め、同項第２号の表２５ミリメートル以下の項中「 

２，０５０円」を「２，０００円」に、「１，０２０円」を「１，

０００円」に改め、同表２５ミリメートルを超えるものの項中「 

３，０８０円」を「３，０００円」に、「１，５４０円」を「１，

５００円」に改め、同項中第４号及び第５号を削り、同項第６号

中「１０，２８０円」を「１０，０００円」に改め、同号を同項

第４号とし、同項中第７号を第５号とし、同項第８号中「１０，

２８０円」を「１１，０００円」に改め、同号を同項第６号とす

る。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２９条第１項第
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１号、第２号及び第４号の規定は、平成２６年４月１日から適用

する。 
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議案第１６８号 

 

 

杵築市水道事業給水条例の一部改正について 

 

 

杵築市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

 杵築市水道事業給水条例（平成１７年杵築市条例第２２０号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の２項を加える。 

３ 給水区域内において開発行為（主として、建築物の建築又は

特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変

更をいう 。） 等を行う者が、給水装置の新設の申込みをする場

合は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあ

らかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。 

４ 前項の規定による協議について必要な事項は、管理者が別に

定める。 

第２９条第１項第１号の表２５ミリメートル以下の項中「２，

０５０円」を「２，０００円」に、「１，０２０円」を「１，０

００円」に改め、同表２５ミリメートルを超えるものの項中「３，

０８０円」を「３，０００円」に、「１，５４０円」を「１，５

００円」に改め、同項第２号の表２５ミリメートル以下の項中「 

２，０５０円」を「２，０００円」に、「１，０２０円」を「１，

０００円」に改め、同表２５ミリメートルを超えるものの項中「 

３，０８０円」を「３，０００円」に、「１，５４０円」を「１，

５００円」に改め、同項中第４号及び第５号を削り、同項第６号

中「１０，２８０円」を「１０，０００円」に改め、同号を同項

第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５） 指定給水装置工事事業者更新手数料 １件につき５，

０００円 

第２９条第１項中第７号を第６号とし、同項第８号中「１０，

２８０円」を「１１，０００円」に改め、同号を同項第７号とす

る。 
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  附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２９条第１

項第５号の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２９条第１項第１号、第２号及び

第４号の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 
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議案第１６９号 

 

 

杵築市下水道事業の設置等に関する条例の制定につ 

いて 

 

 

杵築市下水道事業の設置等に関する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市下水道事業の設置等に関する条例 

 

（設置） 

第１条 本市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、

公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び特

定環境保全公共下水道事業（以下「下水道事業」という 。） を

設置する。 

（法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法 

」という 。） 第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２

７年政令第４０３号）第１条第２項の規定により、下水道事業

に法第２条第２項に規定する財務規定等を適用する。 

（経営の基本） 

第３条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、

公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 

２ 下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。 

（１） 区域 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第

１項の事業計画（以下「計画」という 。） において定め

る予定処理区域 

（２） 施設 計画において定める管渠、処理施設及びポンプ 

   場 

（利益処分の方法及び積立金の取崩し） 

第４条 下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第

３２条第１項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を

うめた後の残額があるときは、その残額の全部又は一部を減債

積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることがで

きる。 

２ 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み
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立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用すること

ができない。 

（１） 減債積立金 企業債の償還に充てる目的 

（２） 利益積立金 欠損金をうめる目的 

（３） 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的 

３ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場

合については、積立金をその目的以外の使途に使用することが

できる。 

４ 減債積立金を使用して企業債（建設改良費の財源として借り

入れたものに限る 。） を償還した場合及び建設改良積立金を使

用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した減

債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組

み入れるものとする。 

（資本剰余金） 

第５条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容

を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第６条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければなら

ない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格

（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあって

は、その適正な見積価額）が２，０００万円以上の不動産若し

くは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、

土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る 。） 又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは

譲渡とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の２の２第８項の規定により、下水道
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事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、全て

の場合において議会の同意を得なければならない。 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第８条 下水道事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定によ

り条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその

金額又はその目的物の価格が５０万円以上のもの及び法律上市

の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が１

００万円以上のものとする。 

（業務状況説明書類の作成） 

第９条 市長は、下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の規

定に基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の

状況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３

月３１日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに

作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事

項を記載するとともに、１１月３０日までに作成する書類にお

いては前事業年度の決算の状況を、５月３１日までに作成する

書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の

経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

（１） 事業の概況 

（２） 経理の状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を

明らかにするため市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日ま

でに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができな

かった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作

成しなければならない。 
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附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１７０号 

 

 

下水道事業の地方公営企業法一部適用に伴う関係条 

例の整理について 

 

 

下水道事業の地方公営企業法一部適用に伴う関係条例の整理に

関する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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下水道事業の地方公営企業法一部適用に伴う関係条 

例の整理に関する条例 

 

 （条例の廃止） 

第１条 次に掲げる条例は、廃止する。 

 （１） 杵築市公共下水道事業特別会計条例（平成１７年杵築

市条例第５１号） 

 （２） 杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計条例（平

成１７年杵築市条例第５２号） 

 （杵築市公共下水道事業減債基金条例の一部改正） 

第２条 杵築市公共下水道事業減債基金条例（平成１７年杵築市

条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「公共下水道事業特別会計歳入歳出予算」を「下水

道事業会計歳入歳出予算」に、「特別会計予算」を「下水道事

業会計予算」に改める。 

  第５条及び第６条中「特別会計予算」を「下水道事業会計予

算」に改める。 

 （杵築市特定環境保全公共下水道事業減債基金条例の一部改正 

 ） 

第３条 杵築市特定環境保全公共下水道事業減債基金条例（平成

１７年杵築市条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出予

算」を「下水道事業会計歳入歳出予算」に、「特別会計予算」

を「下水道事業会計予算」に改める。 

 第５条及び第６条中「特別会計予算」を「下水道事業会計予

算」に改める。 

 

  附 則 
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この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１７１号 

 

 

杵築市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する 

条例の一部改正について 

 

 

杵築市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

杵築市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成

２３年杵築市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「職員」という。）」を「、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年度任用

職員」という。）、同法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

並びに第２８条の６第１項及び第２項の規定により採用されたも

の（以下「再任用職員」という 。） で同法第２８条の５第１項及

び第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占めるもの並

びに地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１

０号）第１８条第１項及び地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規定によ

り採用されたもの（以下「任期付短時間勤務職員」という 。） （ 

以下「職員」と総称する。）」に改め、同条第２項中「管理職手当 

」の次に「、初任給調整手当」を加える。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （初任給調整手当） 

第７条の２ 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、

採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採

用された職員に対して支給する。 

 第２４条を次のように改める。 

 （特定職員についての適用除外等） 

第２４条 第７条、第８条、第９条、第１７条及び第１９条の規

定は、会計年度任用職員には適用しない。 
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２ 第１８条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が６月未

満のものその他の管理者が定めるものには適用しない。 

３ 第６条、第７条の２、第８条及び第９条の規定は、再任用職

員には適用しない。 

４ 第６条、第８条及び第９条の規定は、任期付短時間勤務職員

には適用しない。 

 第２５条を削り、第２６条を第２５条とする。 

 

  附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１７２号 

 

 

杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例の一部 

改正について 

 

 

杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

 

令和元年１２月２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41



   杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例（平成２３年杵築

市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「病院企業職員（以下「職員」という。）」を「病院企

業職員で常時勤務を要するもの（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２８条の４第１項及び第２８条の６第１項の規定

により採用されたものを除く。以下同じ 。） 及び地方公務員法第

２２条の２第１項第２号に規定する職員（以下「職員」と総称す

る。）」に改める。 

 第２条第１項中「職員」を「病院企業職員で常時勤務を要する

もの」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、

同条第２項第１号中 「（ 昭和２５年法律第２６１号 ）」 を削り、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員のうち、

常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤

務した日（法令又は就業規程により、勤務を要しないこととさ

れ、又は休暇を与えられた日を含む 。） が１８日以上ある月が

引き続いて１２月を超えるに至ったもので、その超えるに至っ

た日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされてい

るものに対して退職手当を支給する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして 「（ 施行期日 ）」

を付し、附則に次の１項を加える。 

（経過措置） 

２ 第２条第２項に規定する職員以外の地方公務員法第２２条の

２第１項第２号に掲げる職員の第１６条第２項に規定する勤務

した月が引き続いて６月を超えるに至った場合には、当分の間、
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その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。 

 

  附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第１７３号 
 
 

財産の取得について 
 
 

次のように土地を取得することについて、杵築市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年

杵築市条例第５３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 
 
 

令和元年１２月２日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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 １ 土地の所在等 
 

所在地    杵築市大字狩宿字御塔１７００番ほか 
       ９筆 

 
    地目     雑種地、山林 
 
    面積     ６，５３３．９１平方メートル 
 
 ２ 取得の目的   公共用地 
 
 ３ 取得金額    ２６，９８２，１９６円 
 
 ４ 取得の相手方  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 
           ■■■■■ 
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議案第１７４号 
 
 
   杵築ふるさと産業館及び杵築市農畜産物加工センタ 
   ーの指定管理者の指定について 
 
 
 次のとおり杵築ふるさと産業館及び杵築市農畜産物加工センタ

ーの指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議

決を求める。 
 
 

令和元年１２月２日提出 
  
  

杵築市長 永 松  悟 
 
 
              記 
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 １ 公の施設の名称 
    （１）杵築ふるさと産業館 
    （２）杵築市農畜産物加工センター 
 
 ２ 指定管理者となる団体の名称 
    一般財団法人 杵築市総合振興センター 
 
 ３ 指定管理者となる団体の住所 
    大分県杵築市大字杵築３７７番地１ 
 
 ４ 指定の期間 
    令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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議案第１７５号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ 
 り、市道の路線を次のように認定する。 
 
 

令和元年１２月２日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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 １ 認定する路線 

 路線名    
  延長   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

  幅員   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

       起   点     
備考  

       終   点     

西大内山小  

学校線     
186.0  

1.0～  

6.0  

杵築市大字大内字天神 4168 番 1 地先     

杵築市大字大内字天神 4318 番 地先     

 

穴野西側線  1,600.0  4.0  
杵築市大田沓掛字前 1037 番 地先        

杵築市大田沓掛字川内 870 番 2 地先    

 

 

東下司区民  

広場線     
86.0  

2.5～  

7.5  

杵築市大字南杵築字原口 1609 番 7 地先   

杵築市大字南杵築字松ノ本 1581 番 3 地   

先               
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にしおおうちやましょうがっこうせん

認 定

Ｌ = 186.0m

西大内山小学校線

W = 1.0m ～ 6.0m

大内小学校

大内地区
公民館

市道
西大内山線

市道

大内山塩浜線

県道

糸原杵築線

県道
成仏杵築線

永代橋
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4.0m

　　　あなのにしがわせん

認 定 　穴野西側線

L= 1,600.0m

W=

　

主要地方道

山香国見線

市道 相原線

市道 吉松後野線 市道 吉松線

市道 前線
旧）田原小学校

市道 穴野線

市道 穴野支線

宝陀寺

市道
吉松古城得線

市道 

市道

宝陀寺久松線

宝陀寺穴野線
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W = 2.5m

ひがしげしくみんひろばせん

認 定 東下司区民広場線

Ｌ = 86.0m
～ 7.5m

市道 本町田平線

杵築郵便局

東下司
区民広場

東谷池 妙経寺

下原東西線

市道

市道

東下司下原線

市

道

 

下

原

下

司

線

市道

市道
下原杉山線

下原錦江橋線
市道

市道
下原住宅線

下原田代線

宗近下原線
市道

市道
馬場丁下原線

下原住宅支線
市道

市道

東下司生地線
市道

大
正
こ
ど
も
園

市道 弓町馬場丁線

下原中線
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報告第２４号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  令和元年１２月２日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

令和元年度杵築市一般会計補正予算（第５号）・・・別冊 
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報告第２５号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
令和元年１２月２日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書       
 

本市が管理する市道上で発生した物損事故について、地方自治 
法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
令和元年９月２０日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決 
定し、和解する。 

 
１ 損害賠償の相手方  住 所 ■■■■■■■■■■■■■ 

          氏 名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   平成３１年１月２４日 
 

３ 事故発生場所    杵築市大字南杵築 
市道 本町田平線 

 
４ 事故原因・状況 
   相手方車両が上記の道路を走行中、ガソリンスタンドへ進 

入するためインターロッキングブロック舗装の歩道を横断し 
た際、ブロックが外れ、車両前部バンパーがブロックに接触 
し、バンパーを損傷した。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料９９，４６８円を支払う。 
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報告第２６号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 
 定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
 うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
令和元年１２月２日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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 専 決 処 分 書  
 

  本市職員が公務中に起こした物損事故について、地方自治法第 
 １８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 
令和元年１０月２１日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
            

               記 
 

市は、物損事故により相手方に与えた損害の賠償額を次のとお 
 り決定し、和解する。 
 
 １ 損害賠償の相手方 住 所 ■■■■■■■■■■■■ 

氏 名 ■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日  平成３１年２月１２日 
 

３ 事故発生場所   杵築市大字杵築２８４番地２ 
             
４ 事故原因・状況 
   上記場所にて、本市職員が公用車を前進させ駐車場から退 

場している際、内輪差を見誤り、駐車中の相手方車両右前部 
と公用車左後方側面が接触し、損傷させた。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    事故の責任割合は市が１００％となり、市は、損害賠償金 
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として、相手方車両の修繕料１１０，７１１円を支払う。 
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